
確定申告で医療費控除を受ける方へ
従来の医療費控除制度

　医療費控除を受ける際、領収書の提出に代わり医療費控除の明細書の添付が必要となりました。

　医療保険者から交付を受けた医療費通知（健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など）を添付する

と、明細の記入を省略できます。

　また、明細書の記入内容の確認のため、税務署から領収書の提示または提出を求められる場合があります。

領収書は確定申告期限から5年間、ご自宅で保管ください。

　詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。

セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）

　セルフメディケーション（自主服薬）推進のため、現行の医療費控除の特例として、年間 1万 2千円を超

える一定の※スイッチ OTC 医薬品を購入した場合、購入額の合計から 1万 2千円を差し引いた額（最大 8

万 8千円）を所得控除できる特例制度です。

　これまで、自己負担した医療費の合計が10万円（または、総所得金額5%）を超えなかった方でも、この

制度に該当すれば控除を受けられる可能性があります。申告の際には、次の2つの書類が必要となります。

１．セルフメディケーション税制の明細書

２．健康の保持増進および疾病予防への「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」

　　（予防接種の領収書や健康診断の結果通知など）

※�スイッチ OTC 医薬品とは…医師によって処方される医薬品から、ドラッグストア等で購入できるよう�

転用された医薬品のことです。パッケージには次のような認識マークが印刷されています。

お問合せ●佐原税務署☎0478-54-1331　

　　　　　税務課課税係☎76-5402

対象となるスイッチ OTC 医薬品は
厚生労働省のホームページで確認できます。

厚生労働省　セルフメディケーション 検 索

こちらが
目印です

　町税が、平成 28年度発行分の納付書から全国のコンビニで納付

できるようになりました。コンビニでは、夜間・休日も含め 24時

間いつでも納付できます。納付する場合は、納付書に記載されてい

る指定納期限内に納付してください。

　なお、各金融機関、郵便局、多古町農協および役場出納室窓口で

も今まで通り納付できます。

■取扱町税
　軽自動車税、固定資産税、町県民税（普通徴収）、国民健康保険税（普通徴収）

■利用できるコンビニ
セブンイレブン、ローソン、ローソンストア100、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、

ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ミニストップ、コミュニティ・ストア、

セイコーマート、ハマナスクラブ、ハセガワストア、タイエー、ポプラ、くらしハウス、スリーエイト、

ファミリーマート、生活彩家、ＭＭＫ設置店※

※MMK設置店とは…コンビニATMタイプの信用金庫共同設置タッチパネル情報端末が設置されている店舗

■コンビニで取り扱えない場合
●納付書1件当たりの納付金額が30万円を超えるもの

●コンビニ収納用のバーコードの印刷が無いもの

●コンビニ収納用のバーコードが読み取れないもの

お問合せ●税務課収税係☎76-5402

●納付金額を訂正したもの

●使用期限が過ぎたもの

町の税金がコンビニで納付できます！

「障害者控除対象者認定書」をご存じですか？
　65歳以上の方で、申請により町が障害者に準ずると認定をした方に、確定申告時に必要となる「障害者控除

対象者認定書」を交付します。

■対象者

　認定基準日において、要介護認定を受けている方および精神または身体に障害のある方

※�認定基準日は、申告の対象となる年の12月 31日です。

　（基準日以前に死亡された場合は死亡日を基準とします）

■申請方法

　対象者の印鑑をご持参の上、保健福祉課介護保険係に申請をお願いします。（申請書は保健福祉課にあります）

※本人以外が申請者である場合、申請に来られた方の身分証明書、印鑑が必要です。

■認定の基準

　多古町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱に基づき、介護保険の認定資料を確認の上、認定を行います。

■注意事項

　介護保険の要介護 (要支援 )認定を受けていない方は、別途、医師の診断書が必要です。

　詳しくはお問い合わせください。

お問合せ●保健福祉課介護保険係☎76-3185
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